
西条市民憲章を制定しました
　西条市では、さらなる市民の融和と一体感の醸成を図るため、合併10周年を機に、平成26年11月

１日、「西条市民憲章」を次のように制定しました。なお、題字と本文の文字は、小松町大頭在住

の書道家黒河三陽（保利）氏に揮毫（きごう）していただきました。

【市民憲章とは】

　　市民憲章とは、市の理念や、すみよいまちづくりのための方向性を明らかにし、市民、企業、

　行政すべての行動規範となるものです。

【市民憲章制定の経緯】

　　制定に当たっては、広く市民の皆さんから文案を募集し、お寄せいただいた文案やご意見をも

　とに、西条市市民憲章等制定委員会において、素案を作成し、パブリックコメントを経て、市議

　会９月定例会において議決いただきました。そして西条市民憲章は、11月１日の合併10周年記念

　式典で披露しました。

　■市民憲章制定まで

　　○平成26年１月17日　　　　　　第１回市民憲章等制定委員会開催

　　○平成26年２月１日～３月14日　市民憲章文案の募集

　　○平成26年４月23日　　　　　　第２回市民憲章等制定委員会開催

　　○平成26年５月30日　　　　　　第３回市民憲章等制定委員会開催

　　○平成26年６月24日～７月23日　西条市民憲章素案の発表および意見募集

　　○平成26年８月６日　　　　　　第４回市民憲章等制定委員会開催

　　○平成26年９月19日　　　　　　西条市議会において議決

　　○平成26年11月１日　　　　　　西条市民憲章を制定し、合併10周年記念式典において公表

【パネルの掲出】

　　市民憲章のパネルは、市の公共施設へ掲出しています。

　　今後、市民憲章が広く市民の皆さんに親しまれるよう普及に努めます。
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合併10周年記念表彰受賞者合併10周年記念表彰受賞者市民憲章朗読（西条北中学校生徒）市民憲章朗読（西条北中学校生徒）

アトラクション（西条北中学校合唱部）
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